
⑱
□ ひとり親

控除

16　所得金額調整控除に関する事項

氏名 平・令 　　　　　　　度

個人番号

明・大・昭
　　・　　　・

特別障害者に

該当する場合

　　　　　　　級
別居の場合の

住所

㉗医療費控除
支払った医療費等 保険金などで補てんされる金額

円 円

フリガナ
続柄

生年

月日

損害金額 保険金などで補填される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額

円 円 円

㉖雑損控除

損害の原因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

氏

名

㉗
同居・

別居の

区分

個人

番号

 　・ 　・　
続

柄
合計

（㉕＋㉖＋㉗） ㉘

個人

番号 医療費控除

3

フリ

ガナ 生年

月日
平・令

□

□ 同居

□ 別居

続

柄
⑬から㉔までの計 ㉕

□ 同居

□ 別居

雑損控 除 ㉖
2

フリ

ガナ 生年

月日
平・令  　・ 　・　

氏

名

個人

番号 基礎控除 ㉔

続

柄

同居・

別居の

区分

㉑～

㉒氏

名 扶養控除 ㉓

勤労学生、障害者控除
⑲～

⑳

1

6

歳

未

満

の

扶

養

親

族

（
控

除

対

象

外

）

1

フリ

ガナ 生年

月日
平・令

個人

番号
控除額 万円 寡婦、ひとり親控除

配偶者（特別）控除 　・ 　・　

同居・

別居の

区分

□ 同居

□ 別居

氏

名
地震保険料控除 ⑯

 　・ 　・　

同居・

別居の

区分

□ 同居

□ 別居

続

柄

⑰～

⑱

生命保険料控除 ⑮

控除額 万円 小規模企業

共済等掛け金控除 ⑭

4

フリ

ガナ 生年

月日

明・大

昭・平・

令

⑫
氏

名

４
　
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

社会保険料控除 ⑬
個人

番号

 　・ 　・　

同居・

別居の

区分

□ 同居

□ 別居

続

柄

合　計

控除額 万円 総合譲渡・一時 ⑪

3

フリ

ガナ 生年

月日

明・大

昭・平・

令

合計

（⑦＋⑧＋⑨） ⑩
 　・ 　・　

同居・

別居の

区分

□ 同居

□ 別居

その他

控除額 万円 業務

⑨

2

フリ

ガナ 生年

月日

明・大

昭・平・

令

続

柄氏

名
個人

番号

氏

名

雑

公的年金等 ⑦
個人

番号
⑧

□ 同居

□ 別居

続

柄

給　　与 ⑥㉓

1

フリ

ガナ 生年

月日

明・大

昭・平・

令

 　・ 　・　

同居・

別居の

区分

扶

　

養

　

控

　

除

④

個人番号 □
同一生計配偶者(控除対象配

偶者を除く) 配　　当 ⑤

・　　　・ 不動産 ③
配偶者控

除・配偶者

特別控除・同一生計配偶

者

氏

名

配　偶　者　の

合計所得金額
円 利　　子

　㉑～㉒ 配

偶

者

フリ

ガナ
生年月日 明・大・ 昭・平・令

個人

番号
農　業 ②

一時 シ
氏

名

２
　
所
　
得
　
金
　
額

事
業

営　業　等 ①

長　　期 サ

2

フリ

ガナ 障害の

程度

級

度

ケ
 障害者

 控　 　　除
氏

名

総

合

譲

渡

短　　期 コ
個人

番号

業務 ク

　⑳

1

フリ

ガナ 障害の

程度

級

度

その他

雑

公 的 年 金 等 キ　 ⑰～⑱ ⑰　□寡婦控除 ⑲　□　勤労学生控除
 寡婦控除、ひとり親控除、勤労

学生控除

□　死別　□　生死不明

□　離婚　□　未帰還
（学校名）

　 ⑯　地震保 地震保険料の計 旧長期損害保険料の計

 　険料控除 円 円

配　　　　当 オ介護医療保険料の計
円

給　　　　与 カ

 生命保険料
 控　　　　 除

円 円
利　　　　子 エ新個人年金保険料の計 旧個人年金保険料の計

円 円

不　動　産 ウ⑮ 新生命保険料の計 旧生命保険料の計

ア 円

　社会保険料
　控         除

円

農　業 イ

⑬ 社 会 保 険 の 種 類 支 払 っ た 保 険 料

１
　
収
　
入
　
金
　
額
　
等

事
業

営　業　等

合　　　　　　計

続柄
生年

月日

明・大

昭・平・令
　・　　・

提出年月日
氏　　名

年 月 日
世帯主

の氏名

電話番号

フリガナ
個人番号

整理番号
国 民 健 康 保 険 税

市町村長殿

現　住　所 職種又は職業

１月１日現在

の    住   所

令和５年度
市 町 村 民 税

申告書道 府 県 民 税

所得から差し引かれる金額

●社会保険料控除（⑬）

健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、厚生年金、国民

年金、雇用保険料などの保険料を支払った場合

控除額 ＝ 支払った保険料の金額（４・⑬）

※国民年金は控除証明書を添付してください。

●生命保険料控除(⑮)

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料（新

契約）と、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る

保険料（旧契約）は保険料控除の取扱いが異なります。各契約

の新旧区分や適用区分については、控除証明書によりご確認く

ださい。

一般生命保険・介護医療・個人年金の各控除を合計した生命

保険料控除の上限額は70,000円になります。また、新契約・旧

契約の両方を合算して控除の適用を受ける場合は控除の上限は

28,000円となります。

【新契約の計算】裏面の表Ａ参照

【旧契約の計算】裏面の表Ｂ参照

※控除証明書を添付してください。

●地震保険料控除（⑯）

・地震保険の場合

控除額＝支払金額の合計額の1/2（限度額25,000円）

・旧長期損害保険の計算 裏面の表Ｃ参照

・地震保険と旧長期損害保険が両方ある場合はそれぞれの控除

額の合計額となり、上限額は25,000円です。

※控除証明書を添付してください。

●人的控除(⑰～㉓)

⑰寡婦控除は、夫と離婚し子以外の総所得金額等48万円以下

の親族を扶養または夫と死別した人、⑱ひとり親控除は、婚姻

歴や性別を問わず独身で総所得金額等48万円以下の生計を一に

する子がいる人をいいます。

※人的控除の計算：裏面の表Ｄ参照

◆寡婦控除⑰260,000円 ◆ひとり親控除⑱300,000円

◆勤労学生控除⑲260,000円 ◆障害者控除⑳260,000円

◆特別障害者控除⑳300,000円 ◆同居特別障害⑳530,000円

●医療費控除（㉗）

病院、歯医者に支払った治療費や通院のための交通費など、

治療のために支出した費用を支払った場合

－ －

＝医療費控除の金額（㉗）

※「医療費控除の明細書」または「医療費のお知らせ」を添付

してください。

●申告書氏名欄

あなたの住所、氏名、生年月日、電

話番号、マイナンバー、世帯主氏名、

続柄を記入してください。

●営業（ア・①）、農業（イ・②）、不動産収入

（ウ・③）

申告書裏面の「７ 事業・不動産所得に関する事

項」に収入および必要経費等を記入し、収入金額の合

計はア・イ・ウ欄へ、所得額は①・②・③へそれぞれ

記入してください。

※収支内訳書を作成し、申告書に添付してください。

●配当（オ・⑤）
令和4年中（令和4年1月1日～令和4年12月31日）ま

でに受けた配当額を記入します。

※配当金計算書、特定口座年間取引報告書等を添付し
てください。

●給与（カ・⑥）
源泉徴収票の支払金額をカ欄に、給与所得控除後の

額を⑥欄に記入してください。源泉徴収票が発行され

ない場合は、裏面「6 給与所得の内訳」に記入して
ください。
※給与所得金額の計算表（複数ある場合は合算して計

算）：裏面の表Ｅ参照
※給与収入（カ）が850万円以上あり、申告書の裏面の「１６
所得金額調整控除」に記載のある方（詳細は下記参照）は、

給与所得（⑥）は所得金額調整控除後の金額で記載してく
ださい。所得金額調整控除の計算方法：裏面の表Ｅ参照
※給与と公的年金等の両方の所得（⑥⑦それぞれが０
円以上）があり、⑥と⑦の合計金額が１０万円を超え
る場合は、給与所得（⑥）は所得金額調整控除後の金
額で記載してください。所得金額調整控除の計算方
法：裏面の表Ｆ参照

●公的年金等(キ・⑦)
公的年金等の源泉徴収票の支払金額の合計額をキ欄

に記入してください。所得金額は裏面の表Ｇで求めて
⑦欄へ記入してください。（※企業年金も含みま
す。）
※公的年金に係る雑所得計算表：裏面の表Ｇ参照

●業務・その他（ク・ケ／⑧・⑨）
業務はシルバー人材センターの配分金、原稿料等、

その他は個人年金等が該当します。収入金額はク・ケ
欄へ、所得金額は⑧・⑨欄へ記入してください。また
詳細を申告書の裏面の「9 雑所得（公的年金等以
外）に関する事項」に記入してください。

●基礎控除（㉔）
合計所得金額2,400万円以下は控除額43万円ですが、
2,400万円を超すと控除額は逓減し、2,500万円を超え
ると控除額は0円になります。
※基礎控除額の計算表：裏面の表Ｈ参照

支払った医療費等 補填金額 総所得金額等×５％と１０万
円のいずれか低いほうの金額

市民税・県民税
申告書の
書き方

ご不明な点がございましたら、税務課市民税

係までお問い合わせ下さい。

市民税係 ℡ ０９４２－８５－３５８８

●所得金額調整控除（申告書の裏面「１６ 所得金額

調整控除に関する事項」）

給与等の収入金額が850万円を超え①本人が特別障害者

に該当する ②年齢23歳未満の扶養親族がいる ③特別障

害者である生計同一配偶者または扶養親族がいる のいず

れかに該当する場合は記入してください。裏面があります。ご覧ください。



各種所得金額・控除金額の計算表

Ａ 生命保険料控除（新契約） Ｂ 生命保険料控除（旧契約）

Ｃ 地震保険料控除
（旧長期損害保険の計算）

Ｄ 人的控除（配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除）

Ｈ 基礎控除

Ｅ 給与所得金額の計算表

Ｇ 公的年金に係る雑所得金額の計算表 ●65歳未満：昭和33年1月2日以降に生まれた人
●65歳以上：昭和33年1月1日以前に生まれた人●配偶者控除：配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下

●扶養控除：扶養親族の前年の合計所得金額が48万円以下

♦Ａ 生命保険料控除（新契約）とＢ 生命
保険料控除（旧契約）の両方があるとき
●一般生命保険料控除又は個人年金保険料について
は、新契約と旧契約の双方において控除の適用を受ける
場合、新契約と旧契約それぞれ上記のＡとＢの算式によ
り計算した控除額の合計額（限度額 28,000円）
●一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保
険料について、それぞれ上記のＡとＢの算式により計算し
た控除額の合計額（限度額 70,000円）

Ｆ 所得金額調整控除控除②

（給与所得と年金所得の合計が10万円以上の人）

［給与所得（１０万円を超えるときは１０万円で計算）＋年金所得（１
０万円を超えるときは１０万円で計算）］－１０万円

の計算で出した金額（所得金額調整控除②）を給与所得（⑥）から引きます（所
得金額調整控除②の限度額は１０万円）。
※給与収入金額が850万円を超えていて、申告書の裏面の「１６ 所得金額調
整控除」を受ける方で、年金所得もある方は、給与所得（⑥）から上記「Ｅ 給与
所得金額の計算表」で計算した所得金額調整控除①を引いたあと、こちらの計
算表で出した所得金額調整控除②を引いてください。

給与収入の合計額(Ａ)

５５０，９９９円まで

５５１，０００円～１，６１８，９９９円

１，６１９，０００円～１，６１９，９９９円

１，６２０，０００円～１，６２１，９９９円

１，６２２，０００円～１，６２３，９９９円

１，６２４，０００円～１，６２７，９９９円

１，６２８，０００円～１，７９９，９９９円

１，８００，０００円～３，５９９，９９９円

３，６００，０００円～６，５９９，９９９円

６，６００，０００円～８，４９９，９９９円

８，５００，０００円

１，０７４，０００円

(Ａ)×０．９－１，１００，０００円で求めた金額

(Ａ)－１，９５０，０００円－所得金額調整控除で求めた金額

（A）を４で割って千円未満の端数を
切り捨ててください(算出金額:B)

０円

給与所得の金額

（Ａ）－５５０，０００円

１，０６９，０００円

１，０７０，０００円

１，０７２，０００円

（B）×２．４＋１００，０００円で求めた金額

（B）×２．８－８０，０００円で求めた金額

（B）×３．２－４４０，０００円で求めた金額

６，５５０，０００円

※８，５００，００１円以上
※申告書の裏面「１６　所得金額調整控除」を受ける方は、（（Ａ）-８５０万円）×０．１の計算で出
した金額（所得金額調整控除①）をさらに給与所得から引きます。（Ａ）が１，０００万円を超える
場合は、この所得金額調整控除①の計算上（Ａ）は１，０００万円で計算します。所得金額調整控
除①の限度額は１５万円です。


